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茨城県告示第1132号

身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) 第15条第１項に規定する医師から, 身体障害者福祉法施行細則 (平成

５年茨城県規則第36号) 第５条の規定に基づき, 次のとおり内容を変更した旨の届出があった｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌
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変 更 前 変 更 後
種 目 氏 名 変 更

年月日医療機関等
勤務先名称

医療機関等勤務先
の住所

医療機関等
勤務先名称

医療機関等勤務先
の住所

視覚 壷内 鉄郎 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

視覚 遠藤 由華 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－
７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日

視覚 三田 真史 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－
７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日

聴覚・平衡
・音声・言
語・そしゃ
く

瀬成田 雅光 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

聴覚・平衡
・音声・言
語・そしゃ
く

伊東 善哉 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－
７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日

聴覚・平衡
・音声・言
語・そしゃ
く, 肢体不
自由

園部 眞 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

肢体不自由 丹藤 幸作 北友会 勝田病
院

ひたちなか市津田
2441－６ けやき整形外科 水戸市酒門町1574

－４
平成10年
２月１日

肢体不自由 菊池 孝雄 筑波中央病院 つくば市北条5118 医療法人鳳香会東前病院
水戸市東前２丁目
28

平成16年
４月１日

肢体不自由 石塚 隆二 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

肢体不自由 杉田 京一 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

肢体不自由 高橋 慎一郎 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

肢体不自由 広瀬 一郎 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

肢体不自由 松丸 直人 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

肢体不自由 安部 哲哉 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－
７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日

肢体不自由 泉 二郎 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－
７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日

肢体不自由 上野 秀一郎 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－
７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日
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変 更 前 変 更 後
種 目 氏 名 変 更

年月日医療機関等
勤務先名称

医療機関等勤務先
の住所

医療機関等
勤務先名称

医療機関等勤務先
の住所

肢体不自由 須田 光明 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－
７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日

肢体不自由 山口 真也 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－
７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日

肢体不自由 生芝 幸夫 財団法人 筑波
学園病院

つくば市上横場
2573－１ 筑波記念病院 つくば市要1187－

299
平成16年
７月１日

肢体不自由 藤咲 裕
医療法人財団古
宿会 水戸中央
病院

水戸市柳町１－15
－１

藤咲整形外科医
院

ひたちなか市足崎
1474－257

平成16年
６月25日

肢体不自由 工藤 忠 石岡脳神経外科
病院

新治郡玉里村栗又
四ヶ1768－29

石岡循環器科脳
神経外科病院

新治郡玉里村栗又
四ヶ1768－29

平成16年
４月21日

肢体不自由 小林 博雄 石岡脳神経外科
病院

新治郡玉里村栗又
四ヶ1768－29

石岡循環器科脳
神経外科病院

新治郡玉里村栗又
四ヶ1768－29

平成16年
４月21日

肢体不自由 酒井 晃治 石岡脳神経外科
病院

新治郡玉里村栗又
四ヶ1768－29

石岡循環器科脳
神経外科病院

新治郡玉里村栗又
四ヶ1768－29

平成16年
４月21日

肢体不自由 檜山 孝美 石岡脳神経外科
病院

新治郡玉里村栗又
四ヶ1768－29

石岡循環器科脳
神経外科病院

新治郡玉里村栗又
四ヶ1768－29

平成16年
４月21日

肢体不自由,
ぼうこう・
直腸

田枝 督教 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

肢体不自由,
免疫 吉沢 和朗 国立水戸病院 水戸市東原３－２

－１
独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

心臓 田口 修一 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

心臓 津留 祐介 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

心臓 新堀 耕基 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

心臓 遠藤 慎一 石岡脳神経外科
病院

新治郡玉里村栗又
四ヶ1768－29

石岡循環器科脳
神経外科病院

新治郡玉里村栗又
四ヶ1768－29

平成16年
４月21日

心臓, 呼吸
器, 小腸 池田 成昭 国立水戸病院 水戸市東原３－２

－１
独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

呼吸器 遠藤 健夫 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

呼吸器, 免
疫 上遠野 賢之助 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－

７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日

じん臓 中原 千恵子 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

じん臓 雨海 照祥 筑波大学附属病
院

つくば市天久保２
－１－１

茨城県立こども
病院

水戸市双葉台３－
３－１

平成16年
４月１日



茨城県告示第1133号

身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) 第15号第１項に規定する医師から, 身体障害者福祉法施行令 (昭和25

年政令第78号) 第３条第２項の規定に基づき, 次のとおり辞退する旨の届出があった｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

辞 退
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変 更 前 変 更 後
種 目 氏 名 変 更

年月日医療機関等
勤務先名称

医療機関等勤務先
の住所

医療機関等
勤務先名称

医療機関等勤務先
の住所

じん臓 大石 明 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－
７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日

じん臓, ぼ
うこう・直
腸

染野 敬 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

じん臓, ぼ
うこう・直
腸

三品 睦輝 国立水戸病院 水戸市東原３－２
－１

独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

ぼうこう・
直腸 植木 浜一 国立水戸病院 水戸市東原３－２

－１
独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

ぼうこう・
直腸 小泉 雅典 国立水戸病院 水戸市東原３－２

－１
独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

ぼうこう・
直腸 国府田 博之 国立水戸病院 水戸市東原３－２

－１
独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

ぼうこう・
直腸 村上 穆 国立水戸病院 水戸市東原３－２

－１
独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

ぼうこう・
直腸 小山 雄三 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－

７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日

ぼうこう・
直腸 影山 隆久 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－

７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日

ぼうこう・
直腸, 小腸 西連寺 愛弘 国立水戸病院 水戸市東原３－２

－１
独立行政法人国
立病院機構 水
戸医療センター

水戸市東原３－２
－１

平成16年
４月１日

小腸 金子 光太郎 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－
７－14

独立行政法人国
立病院機構 霞
ヶ浦医療センタ
ー

土浦市下高津２－
７－14

平成16年
４月１日

種 目 診療科目 氏 名 医療機関名称 医療機関所在地 辞退年月日

視覚 眼科 桑 原 創一郎 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

視覚 眼科 佐 藤 雅 美 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

視覚 眼科 増 田 純 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日
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種 目 診療科目 氏 名 医療機関名称 医療機関所在地 辞退年月日

視覚 眼科 緒 方 雅 郎 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年
４月１日

視覚 眼科 清 水 敬一郎 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年
４月１日

視覚 眼科 鈴 木 参郎助 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年
４月１日

視覚 眼科 出 井 健 之 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年
４月１日

視覚 眼科 仁 井 誠 治 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年
４月１日

聴覚・平衡・音
声・言語・そし
ゃく

耳鼻咽喉科 江 戸 雅 孝 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

聴覚・平衡・音
声・言語・そし
ゃく

耳鼻咽喉科 佐 野 達 也 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

聴覚・平衡・音
声・言語・そし
ゃく

耳鼻咽喉科 對 馬 孝 義 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

聴覚・平衡・音
声・言語・そし
ゃく

耳鼻咽喉科 多 田 裕 之 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

聴覚・平衡・音
声・言語・そし
ゃく

耳鼻咽喉科 深 谷 純 教 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

聴覚・平衡・音
声・言語・そし
ゃく

耳鼻咽喉科 宮 崎 総一郎 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

聴覚・平衡・音
声・言語・そし
ゃく

耳鼻咽喉科 横 溝 道 範 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

聴覚・平衡・音
声・言語・そし
ゃく

耳鼻咽喉科 前 原 浩 史 総合病院 取手協同
病院 取手市本郷２－１－１ 平成16年

６月30日

肢体不自由 整形外科 五味渕 聡 志 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

肢体不自由 整形外科 杉 田 健 彦 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

肢体不自由 整形外科 渡 辺 茂 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

肢体不自由 神経内科 河 野 豊 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

肢体不自由 神経内科 星 野 幸 子 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

肢体不自由 精神神経科 長 瀬 精 一 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年
４月１日

肢体不自由 小児科 岩 田 敏 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年
４月１日

肢体不自由 整形外科 志 賀 俊 彦 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年
４月１日

肢体不自由 整形外科 関 寛 之 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年
４月１日

肢体不自由 内科 松 村 高 幸 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年
４月１日



茨城県告示第1134号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について, 同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

なお, 意見書は, 本日から１月間茨城県商工労働部中小企業課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 大規模小売店舗の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

カスミ佐貫店
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種 目 診療科目 氏 名 医療機関名称 医療機関所在地 辞退年月日

肢体不自由 外科, 内科,
消化器科 池 内 博 池内医院 笠間市笠間1514－４ 平成16年

６月５日

肢体不自由 内科 沼 田 信 明 医療法人 沼田内科
クリニック ひたちなか市津田2829－５ 平成16年

４月20日

肢体不自由 内科 小 平 祥 史
医療法人道守会 会
田記念リハビリテー
ション病院

守谷市同地字仲山360 平成16年
６月20日

肢体不自由, 心
臓, 呼吸器 外科 奥 井 津 二 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年

４月１日

心臓 内科 桑 野 浩 彦 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台３－３－10 平成16年
７月12日

心臓 内科 船 崎 俊 一 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台３－３－10 平成16年
７月12日

心臓 心臓血管外
科 内 田 直 樹 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年

４月１日

心臓 心臓血管外
科 西連寺 完 茂 国立水戸病院 水戸市東原３－２－１ 平成16年

４月１日

心臓 循環器科 青 崎 登 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年
４月１日

心臓, 呼吸器 心臓血管外
科 大 谷 信 一 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台３－３－10 平成16年

７月12日

心臓, 呼吸器 内科 丹 野 清 喜 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台３－３－10 平成16年
７月12日

心臓, ぼうこう
・直腸 外科 稲 葉 宏 水海道さくら病院 水海道市森下町4447 平成15年

６月30日

呼吸器 内科 石 岡 国 春 医療法人愛宣会 秦
病院 日立市鮎川町２－８－16 平成16年

５月31日

呼吸器 呼吸器内科 内 藤 隆 志 水海道さくら病院 水海道市森下町4447 平成16年
３月31日

じん臓 泌尿器科 石 井 博 通 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台３－３－10 平成16年
７月12日

じん臓 内科 佐々木 隆 幸 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年
４月１日

ぼうこう・直腸 外科 斎 藤 宏 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台３－３－10 平成16年
７月12日

ぼうこう・直腸 泌尿器科 飯ヶ谷 知 彦 国立霞ヶ浦病院 土浦市下高津２－７－14 平成16年
４月１日



龍ヶ崎市若柴町片初瀬3184番地１� 届出の概要

ア 届出の種類及び届出の公告日

変更の届出 (第６条第２項)

平成16年６月10日

イ 変更しようとする事項� 駐車場の位置及び収容台数

(変更前) 105台

(変更後) 50台� 駐輪場の位置� 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

(変更前) ３箇所

(変更後) ２箇所

ウ 届出年月日

平成16年５月25日

２ 市町村の意見

特になし

茨城県告示第1135号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について, 同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

なお, 意見書は, 本日から１月間茨城県商工労働部中小企業課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 大規模小売店舗の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ヤオコー藤代店

北相馬郡藤代町宮和田字堤下1268� 届出の概要

ア 届出の種類及び届出の公告日

変更の届出 (法第６条第１項)

平成16年３月25日

イ 変更した事項� 大規模小売店舗の名称及び所在地

(変更前) (仮称) ヤオコー藤代店

北相馬郡藤代町藤代駅南口土地区画整理事業地内 (39街区)

(変更後) ヤオコー藤代店

北相馬郡藤代町宮和田字堤下1268� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
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(変更前)

(変更後)

ウ 届出年月日

平成16年３月11日

２ 市町村の意見

特になし

茨城県告示第1136号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成16年８月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 一般国道

２ 路 線 名 124号

３ 道路の区域

茨城県告示第1137号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成16年８月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

茨 城 県 報 第 1591 号 平成16年８月５日 (木曜日)8

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

未定 未定 未定

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社マツモトキヨシ 千葉県松戸市新松戸東９番地１ 松 本 南海男

株式会社しまむら 埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目19番地４ 藤 原 秀次郎

株式会社大創産業 広島県東広島市西条町賀茂工業団地 矢 野 博 丈

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

鹿嶋市大字木滝字国神1007番地先から
(Ａ)

最大 12.5
2,898

最小 8.4鹿嶋市宮中５丁目１番１地先まで
旧

(Ｂ)
最大 75.0

3,042
鹿嶋市大字木滝字国神1007番地先から

鹿嶋市大字宮中字三笠山2306番１
地先まで

最小 38.6

鹿嶋市大字木滝字国神1007番地先から
新 (Ｂ)

最大 75.0
3,042 旧 道 移 管鹿嶋市大字宮中字三笠山2306番１

地先まで 最小 38.6



２ 路 線 名 つくば野田線

３ 道路の区域

茨城県告示第1138号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成16年８月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 下関河内小生瀬線

２ 供用開始の区間 久慈郡大子町大字高柴字境田２番地先から

久慈郡大子町大字内大野字塚田1194番１地先まで

３ 供用開始の期日 平成16年８月５日

茨城県告示第1139号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第21条第２項の規定において準用する同法第18条第１項の規定により水戸・

勝田都市計画道路を変更したので, 同法第20条第１項の規定により告示し, 同条第２項の規定により, 当該都市計画

の図書を次の場所において縦覧に供する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画の種類

道路 (３・３・85号 照沼笠松線ほか２路線)

２ 都市計画を定める土地の区域

３・３・77号 照沼豊岡線

変更する部分

那珂郡東海村大字照沼字原, 字水走の各一部

３・３・85号 照沼笠松線

追加する部分

那珂郡東海村大字照沼字田向, 字上十二町, 字根本, 字水走, 字原の各一部

変更する部分

那珂郡東海村大字照沼字原, 字森前の各一部

３・１・107号 常陸那珂港北線

削除する部分

那珂郡東海村大字照沼字上十二町, 字根本, 字水走, 字原の各一部
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

筑波郡伊奈町大字小張字出山4124番１
地先から

筑波郡伊奈町大字小張字出山4131番１
地先まで

旧
最大 10.8

最小 5.7
311

新
最大 12.3

最小 9.7
311 現 道 拡 幅



変更する部分

那珂郡東海村大字照沼字田向の一部

３ 縦覧場所

茨城県土木部都市局都市計画課

茨城県告示第1140号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定により, 事業計画の変更を認可したので, 同条第２項の

規定において準用する同法第62条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称 つくば市

２ 都市計画事業の種類及び名称

研究学園都市計画下水道事業

つくば市公共下水道

３ 事業施行期間 昭和52年６月30日から

平成18年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分 変更なし� 使用の部分 昭和62年茨城県告示第1728号, 昭和63年茨城県告示第237号, 昭和63年茨城県告示第820号, 昭

和63年茨城県告示第1251号, 平成元年茨城県告示第901号, 平成２年茨城県告示第1435号, 平

成４年茨城県告示第440号, 平成７年茨城県告示第1046号, 平成11年茨城県告示第202号, 平成

12年茨城県告示第993号及び平成13年茨城県告示第1325号の事業地につくば市花室字浦山, 字

才木前, 字橋向, 字妻木前, 字宇々山及び字宇ゝ山の各全部の区域並びに花室字池下, 字清水,

字大池及び字大根の各一部の区域を加える｡

茨城県告示第1141号

平成16年４月５日付けでつくば市長から協議のあった玉取地区土地改良事業については, 土地改良法 (昭和24年法

律第195号) 第96条の２第５項において準用する同法第10条第１項の規定により平成16年７月12日同意した｡

平成16年８月５日

茨城県土浦土地改良事務所長 桜 井 博

茨城県告示第1142号

平成16年３月22日付けで藤代町長から協議のあった山王西部地区土地改良事業については, 土地改良法 (昭和24年

法律第195号) 第96条の２第５項において準用する同法第10条第１項の規定により平成16年７月12日同意した｡

平成16年８月5日

茨城県土浦土地改良事務所長 桜 井 博
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公 告

●○特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第10号及び第11号に掲げる書類は, 平成16年９月14

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成16年７月14日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 ＮＰＯ 一期一会

３ 代表者の氏名

小 森 聡

４ 主たる事務所の所在地

茨城県水戸市平須町1822番地の282

５ 定款に記載された目的

この法人は, 在宅で援助が必要な高齢者やその家族, その他手助けを必要とする人々に対して, 住民参加とたす

けあいの精神のもとに, 地域に根ざした介護サービスの提供に関する事業を行い, すべての人々が健やかに暮らせ

る地域社会づくりと福祉の増進に寄与することを目的とする｡

●○特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第７号及び第８号に掲げる書類は, 平成16年９月13

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成16年７月13日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 茨城ミュージック・ケア研究会

３ 代表者の氏名

千 葉 茂 代

４ 主たる事務所の所在地

茨城県鹿嶋市大字中字烏山431番地20
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５ 定款に記載された目的

この法人は, 地域住民に対してミュージック・ケア事業を行い, 地域と社会福祉の増進を図り, 広く公益に貢献

することを目的とする｡

●○特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第７号及び第８号に掲げる書類は, 平成16年９月13

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成16年７月12日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 スポーツ健康支援センター

３ 代表者の氏名

古 徳 洋 一

４ 主たる事務所の所在地

茨城県土浦市中央一丁目10番８号

５ 定款に記載された目的

この法人は, 少子高齢社会における地域住民に対して個々が持つ健康の概念を尊重し, 生きがいをもって生活で

きるコミュニティーを形成し, 且つ, スポーツの振興に関する事業を行い, プレイ (遊び) を通じて子どもの健全

育成を図り, 地域社会における広義の健康増進に寄与することを目的とする｡

●○特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第７号及び第８号に掲げる書類は, 平成16年９月15

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成16年７月15日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 つくばハウジング研究会

３ 代表者の氏名

冨 江 伸 治

４ 主たる事務所の所在地
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茨城県つくば市春日３－10－11メソードつくばⅠ－103

５ 定款に記載された目的

本会は, 茨城県とその周辺における地域において, スケルトン型定期借地権住宅・コーポラティブ住宅等を中心

とした住民参加型の住まいづくり, まちづくりを推進することで, より良質な住宅の供給, 市街地の再生をはかり,

もって福祉の増進, 社会教育, 良好なまちづくり, 環境の保全, 地域安全, 子どもの健全育成等の公益の増進に寄

与することを目的とする｡

●○特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第７号及び第８号に掲げる書類は, 平成16年９月14

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成16年７月14日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 メロディハウス

３ 代表者の氏名

渡 邉 � 子

４ 主たる事務所の所在地

茨城県新治郡千代田町稲吉５丁目20番８号

５ 定款に記載された目的

この法人は, 子を持つ親, 共働きの親子, 心身に障害を持つ児童・生徒に対し, 託児事業, 子育て相談, 療育相

談及び個別指導に関する事業を行い, 地域の子育て支援に寄与することを目的とする｡

●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条第１項の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したの

で, 同法第36条第３項の規定により公告する｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

鹿嶋市大字粟生字十二神2229番10, 同番82, 同番83, 同番87, 同番92, 同番93, 同番94, 同番95, 同番96, 同番

97, 同番98, 同番99, 同番100, 同番101, 同番102, 同番103, 同番104, 同番105

２ 事業主の住所及び氏名

潮来市潮来173

十二神地区土地利用組合

組合長 坂 井 正 克 他９名
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１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

鹿島郡神栖町大字知手字和手2972番60

２ 事業主の住所及び氏名

鹿島郡神栖町大野原１－４－64

藤 原 靖 展, 藤 原 文 江

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

守谷市松並字大日1895番４

２ 事業主の住所及び氏名

つくば市竹園３丁目16番地104棟504号

菅 谷 武 志, 菅 谷 貴久世

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

下館市字西郷谷乙214番１, 乙214番29から40まで

２ 事業主の住所及び氏名

下館市大字菅谷1737

天 貝 喜八郎

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

岩井市大字弓田字馬立境2679番３

２ 事業主の住所及び氏名

岩井市大字長谷1174－55フレグランス島原B棟105号

古 矢 好 弘

●○道路の位置の指定

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第５号に規定する道路の位置を次のとおり指定した｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

●○軽油引取税に係る免税証の無効

次の軽油引取税免税証は, 平成15年６月25日以降無効とする｡

平成16年８月５日

茨城県下館県税事務所長 野 口 圭 一
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指定番号 指定年月日
申 請 者

道路の位置
道路の幅員及び延長

氏 名 住 所 幅 員 延 長

南総建指令 メートル メートル

第 497 号 平成16年７月23日 君崎 光吉
新治郡千代田町大字
下稲吉1979

新治郡千代田町大字下
稲吉字逆西3208－２

5.00 54.18



(地方労働委員会)

●○あっせん員候補者の公示

茨城県地方労働委員会は労働関係調整法 (昭和21年法律第25号) 第10条の規定によるあっせん員候補者を, 労働委

員会規則 (昭和24年中央労働委員会規則第１号) 第68条第１項の規定により, 次のとおり公示する｡

平成16年８月５日

茨城県地方労働委員会会長 片 桐 章 典
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用 途 種 類 記号及び番号 枚数 有 効 期 間 販売業者の所在地及び氏名

農 業 10リットル

Ｃ706703
Ｃ706843
Ｃ706844
Ｃ706848
Ｃ706849
Ｃ706850

６枚
平成15年６月25日

～
平成16年６月23日

水海道市平町382－４
常総ひかり農業協同組合
大生給油所

農 業 20リットル Ｅ705606 １枚
平成15年６月25日

～
平成16年６月23日

水海道市平町382－４
常総ひかり農業協同組合
大生給油所

農 業 50リットル
Ｆ703899
Ｆ703900
Ｆ703901

３枚
平成15年６月25日

～
平成16年６月23日

水海道市平町382－４
常総ひかり農業協同組合
大生給油所

農 業 100リットル Ｇ711589 １枚
平成15年６月25日

～
平成16年６月23日

水海道市平町382－４
常総ひかり農業協同組合
大生給油所

農 業 200リットル Ｈ710310 １枚
平成15年６月25日

～
平成16年６月23日

水海道市平町382－４
常総ひかり農業協同組合
大生給油所

氏 名 生年月日 委嘱年月日 現 職 前 歴

片 桐 章 典 Ｓ13.３.31 Ｓ55.10.17
弁 護 士

茨城県地方労働委員会公益委員
茨 城 県 弁 護 士 会 会 長

野 阪 滋 男 Ｓ13.８.29 Ｓ56.２.19
茨 城 大 学 名 誉 教 授

茨城県地方労働委員会公益委員
茨 城 大 学 教 授

小 泉 尚 義 Ｓ19.10.20 Ｈ９.11.20
弁 護 士

茨城県地方労働委員会公益委員
茨 城 県 弁 護 士 会 会 長

廣 川 勝 男 Ｓ13.２.14 Ｈ12.12.１ 茨城県地方労働委員会公益委員 茨 城 県 監 査 委 員 事 務 局 長

鎌 田 耕 一 Ｓ27.８.26 Ｈ15.４.17
流 通 経 済 大 学 教 授

茨城県地方労働委員会公益委員
釧 路 公 立 大 学 経 済 学 部 長

海老沢 政 次 Ｓ20.12.３ Ｈ10.12.１
日本労働組合総連合会茨城県連合会顧問

茨城県地方労働委員会労働者委員
日本労働組合総連合会茨城県連合会会長



(注) 委嘱年月日は, 当初の委嘱年月日である｡

訓 令

茨城県訓令第17号

茨城県職員東京宿泊所管理規程を廃止する訓令を次のように定める｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県職員東京宿泊所管理規程を廃止する訓令

茨城県職員東京宿泊所管理規程 (昭和47年茨城県訓令第34号) は, 廃止する｡
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氏 名 生年月日 委嘱年月日 現 職 前 歴

横 山 光 裕 Ｓ25.１.26 Ｈ10.12.１
UIゼンセン同盟茨城県支部長

茨城県地方労働委員会労働者委員
ゼンセン同盟茨城県支部長

羽 鳥 眞 Ｓ24.７.10 Ｈ12.12.１
JAM 茨 城 特 別 執 行 委 員

茨城県地方労働委員会労働者委員
JAM 茨城執行委員長代行

石 井 武 Ｓ23.６.18 Ｈ14.12.２
日本労働組合総連合会茨城県連合会会長

茨城県地方労働委員会労働者委員
電機連合茨城地方協議会事務局長

永 井 光 男 Ｓ30.５.５ Ｈ14.12.２
東京電力労働組合茨城総支部執行委員長

茨城県地方労働委員会労働者委員
東 京 電 力 労 働 組 合 専 従

野 口 芳 男 Ｓ11.11.６ Ｓ63.12.１
社団法人茨城県経営者協会専務理事

茨城県地方労働委員会使用者委員
社団法人茨城県経営者協会事務局長

辺 津 守 男 Ｓ16.７.５ Ｈ５.２.18
ひたちなかエネルギーロジテック株式会社
代 表 取 締 役 会 長
茨城県地方労働委員会使用者委員

鹿島運輸株式会社代表取締役社長

藤 田 元 宏 Ｓ30.７.11 Ｈ13.11.22
株 式 会 社 カ ス ミ 取 締 役
業務サービス本部マネジャー兼
コンプライアンス統括室マネジャー
茨城県地方労働委員会使用者委員

株 式 会 社 カ ス ミ 取 締 役
業 務 管 理 室 マ ネ ジ ャ ー
( 兼 ) 人 事 マ ネ ジ ャ ー
( 兼 ) 法 務 マ ネ ジ ャ ー

井野口 泰 司 Ｓ26.１.24 Ｈ15.８.21
茨 城 交 通 株 式 会 社
常 務 取 締 役
茨城県地方労働委員会使用者委員

茨 城 交 通 株 式 会 社
取 締 役 総 務 部 長

佐 藤 修 二 Ｓ24.９.９ Ｈ16.７.15
株 式 会 社 日 立 製 作 所
電 力 グ ル ー プ 日 立 事業所
副 事 業 所 長
茨城県地方労働委員会使用者委員

株 式 会 社 日 立 製 作 所
電力・電機グループ社会システム事業部
事 業 部 長 付

堤 義 雄 Ｓ21.８.13 Ｈ16.４.15 茨城県地方労働委員会事務局長 総 務 部 参 事 兼 総 務 課 長

小 室 敏 男 Ｓ21.４.12 Ｈ16.４.15 茨城県地方労働委員会事務局次長 保 健 福 祉 部 厚 生 指 導 課
首席福祉医療監査監 (総括)

佐 藤 博 俊 Ｓ27.６.３ Ｈ15.４.17 茨城県地方労働委員会事務局総務調整課長 農林水産部農業経済課協同組合検査監

小 又 眞 澄 Ｓ34.１.３ Ｈ16.４.15 茨城県地方労働委員会事務局審査課長 総 務 部 総 務 課 訟 務 主 査



付 則

この訓令は, 公布の日から施行する｡

茨城県訓令第18号

茨城県職員会館管理規程を廃止する訓令を次のように定める｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県職員会館管理規程を廃止する訓令

茨城県職員会館管理規程 (昭和61年茨城県訓令第22号) は, 廃止する｡

付 則

この訓令は, 公布の日から施行する｡

茨城県訓令第19号

茨城県立医療大学教員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める｡

平成16年８月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県立医療大学教員服務規程の一部を改正する訓令

茨城県立医療大学教員服務規程 (平成７年茨城県訓令第６号) の一部を次のように改正する｡

第３条及び第４条を次のように改める｡

(兼職等の承認の手続)

第３条 教員が教育公務員特例法 (昭和24年法律第１号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第17条第１項の規定に基づき, 教育

に関する他の職を兼ね, 又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとする場合は, あらかじめ兼職等承

認願 (様式第１号) を学長に提出し, その承認を受けなければならない｡

(研修の承認の手続)

第４条 教員が法第22条第２項の規定に基づき, 研修の承認を受けようとする場合は, あらかじめ研修承認願 (様式

第２号) を学長に提出し, その承認を受けなければならない｡

様式第１号及び様式第２号を次のように改める｡
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様式第１号 (第３条関係)

兼 職 等 承 認 願

年 月 日

茨城県立医療大学長 殿

申請者氏名 印

下記のとおり教育公務員特例法に基づく兼職等の承認を申請します｡

ふ り が な
氏 名 生 年 月 日 年 月 日

職 名 職 ( ) 級 号給

担当科目又は
職 務 内 容

兼職等の内容について

所 在 地

勤務先・職名

報 酬 □受けない □受ける １時間 円, 月収 円

勤 務 時 間

□常勤 □非常勤 時から 時まで

平均して １月 日, １日 時間, 週延べ 時間

又は集中講義 時間 回

勤 務 の 内 容

兼職等の期間

新 規 ・ 継 続

年 月 日 ～ 年 月 日

□新規 □継続

兼職等が必要な
理由と本務との
関 係

学科長・教育研
究センター長の
意 見

上記兼職等を承認する｡

年 月 日

茨城県立医療大学長 印□
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様式第２号 (第４条関係)

研 修 承 認 願

年度

茨城県立医療大学長 殿

所属

職・氏名

研 修 期 間 研修日数
研 修 内 容 研 修 場 所 本人

印
学長
印月 日 時 分 ～ 月 日 時 分 日 時間



付 則

この訓令は, 公布の日から施行する｡
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